
長野県岡谷市 

 
1. 事業内容 
担当課等 経済部工業振興課 

TEL：0266-21-7000 FAX：0266-21-7001  
助成事業名 新技術・新製品等ものづくりチャレンジ企業応援事業補助金 
 

2. 助成事業の内容 
助成対象者 (1)中小企業者…「製造業」「情報通信業」「情報サービス業」「ソフトウェア業」を主たる

事業として営むもので、市内に主たる工場又は研究所等の施設を有する中小企業者。

ただし、開発試作枠にあっては、従業員数 10 名未満とする。 
(2)企業グループ…市内に主たる事務局を有し、4 社以上の中小企業者で構成され、かつ、

市内中小企業者が半数以上を占めるグループ。 
(3)産学官 大学、高等専門学校又は公設試験研究機関。 
◆補助金の交付の対象 

(1)機械、器具若しくは装置の省力化若しくは高性能化又は自動化のための技術 
(2)新材料の開発利用技術 
(3)新製品の開発技術 
(4)生産、加工又は処理のための技術 
(5)新システム又は新工法の開発技術 
 
申請枠 補助率及び限度額 補助対象経費 

 
①明日の岡谷を創造

するための提案枠 
（開発製作対象期間

は 2 年とする） 

 
2 分の 1 以内。 
ただし、1 企業又は 1 グ

ループ 200万円を限度と

する。 

 
②一般枠 

 
2 分の 1 以内。 
ただし、1 企業又は 1 グ

ループ 150万円を限度と

する。 

助成内容 

 
③開発試作枠 

 
2 分の 1 以内。 
ただし、1 企業又は 1 グ

ループ 150万円を限度と

する。 

 
(1)原材料又は副資材の購入に要す

る経費 
(2)構築物(風洞、水槽、防壁等をい

う。)の購入、建造、改良、据付け、

借用又は修繕に要する経費 
(3)機械装置又は工具器具の購入、試

作、改良、据付け、借用又は修繕

に要する経費 
(4)工業所有権の導入に要する経費 
(5)設計委託、ソフトウェア開発委

託、研究委託又は外注加工に要 
する経費 

(6)市場調査に要する経費 
(7)技術指導の受入れに要する経費 
(8)その他、市長が特に必要と認める

経費 

助成期間 ・年度内事業、ただし明日の岡谷を創造するための提案枠は 2 年を対象とする。 
産業財産権の

帰属 

・申請事業者 

 



 

3. 応募手続き・申請 
募集時期、期間 ・7 月 31 日までに申請 
審査（選考）方法 ◆認定基準は以下の通り 

・当該技術又は製品が、独創的なものである。技術や製品が安全で、かつ、公害の

発生するおそれがないものである。当該研究開発の成果が十分見込めるものであ

る。研究開発に必要な技術的能力、経営能力を有するものである。 
◆選考方法 
・必要に応じ学識経験者又は技術アドバイザーとともに現地調査を行う 

申請に係わる必要

書類等 

岡谷市新技術・新製品等ものづくりチャレンジ企業応援事業事業計画認定申請書 
産学官の連携による共同研究等に係る契約を締結している場合にあっては、その委

託契約書等 
法人は定款及び最近の決算書(法人以外はこれらに相当する書類) 
市税の納税証明書 

支払い方法等 ・事業完了時に一括交付 
4. 実績・資料等 
採択件数、金額 ・ 2009 年：13 件、1,646 万円 

・ 2010 年（申請時点）：15 件、2,022 万円 
応募件数 ・ 2009 年：15 件 

・ 2010 年：15 件 
事業予算規模 ・ 2010 年度：当初予算 2,100 万円 
パンフ等の有無 ・ パンフレット有 
 

5. 採択に伴う義務 
採択に伴う義務等 ・事業実績報告書の提出 

・研究成果等の発表 
 

6. 平成 23 年度の計画・予定等 
計画・予定等 ・変更なし 
 


